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令和５年(２０２３年)１２月１日 

厚 生 委 員 会 資 料 

地域支えあい推進部地域包括ケア推進課 
 

(第１０１号議案) 
 

中野区立高齢者会館条例（昭和５３年中野区条例第２号）新旧対照表 
 

改正案 現行 

第１条～第１１条 （略） 第１条～第１１条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

会館名 施設名 単位時間 

午前９時

～正午 

午 後 １ 時

～ 午 後 ５

時 

午 後 ６ 時

～ 午 後 １

０時 

中 野 区 立

南 部 高 齢

者会館 

集会室１ ４００円 ４００円 ４００円

 

集会室２ ４００円 ６００円 ６００円

中 野 区 立

し ん や ま

の家 

集会室１ 

 

６００円 ７００円 ７００円

集会室２ ７００円１，２００

円

１，２００

円

調理室 （略） （略） （略）

中 野 区 立

本 一 高 齢

者会館 

集会室１ （略） ４００円 ４００円

集会室２ （略） ４００円 ４００円

集会室３ ４００円 ６００円 ６００円

集会室４ ４００円 ６００円 ６００円

中 野 区 立

宮 園 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ６００円 ７００円 ７００円

集会室３ ４００円 ６００円 ６００円

集会室４ ４００円 ６００円 ６００円

集会室５ ４００円 ６００円 ６００円

中 野 区 立

昭 和 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

（略） ４００円 ４００円

集会室２ （略） ４００円 ４００円

集会室３ （略） ４００円 ４００円

会館名 施設名 単位時間 

午前９時

～正午 

午 後 １ 時

～ 午 後 ５

時 

午 後 ６ 時

～ 午 後 １

０時 

中 野 区 立

南 部 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ５００円 ５００円

和室一 ５００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

し ん や ま

の家 

高 齢 者 集

会室 

７００円 ８００円 ８００円

洋室一 ８００円１，４００

円

１，４００

円

調理室 （略） （略） （略）

中 野 区 立

本 一 高 齢

者会館 

洋室一 （略） ５００円 ５００円

洋室二 （略） ５００円 ５００円

洋室三 ５００円 ７００円 ７００円

和室 ５００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

宮 園 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

洋室Ａ ７００円 ８００円 ８００円

洋室Ｂ ５００円 ７００円 ７００円

洋室Ｃ ５００円 ７００円 ７００円

洋室Ｄ ５００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

昭 和 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

（略） ５００円 ５００円

和室一 （略） ５００円 ５００円

和室二 （略） ５００円 ５００円
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中 野 区 立

東 中 野 い

こいの家 

集会室１ ４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ７００円１，２００

円

１，２００

円

調理室 ６００円 ６００円 ６００円

中 野 区 立

上 高 田 高

齢者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ４００円 ４００円 ４００円

集会室３ ４００円 ４００円 ４００円

中 野 区 立

上 高 田 東

高 齢 者 会

館 

集会室１ 

 

４００円 ４００円 ４００円

集会室２ ４００円 ４００円 ４００円

集会室３ ４００円 ６００円 ６００円

集会室４ （略） ４００円 ４００円

調理室 （略） （略） （略）

中 野 区 立

沼 袋 高 齢

者会館 

集会室１ ４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ４００円 ６００円 ６００円

集会室３ ４００円 ６００円 ６００円

集会室４ ４００円 ６００円 ６００円

集会室５ （略） ４００円 ４００円

中 野 区 立

野 方 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ４００円 ４００円 ４００円

集会室３ （略） （略） （略）

中 野 区 立

東 山 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ４００円 ４００円 ４００円

集会室３ ６００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

鷺 六 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ （略） ４００円 ４００円

集会室３ （略） （略） （略）

中 野 区 立

白 鷺 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ６００円 ７００円 ７００円

集会室３ （略） ４００円 ４００円

中 野 区 立

若 宮 い こ

いの家 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ６００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

東 中 野 い

こいの家 

和室一 ５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ８００円１，４００

円

１，４００

円

調理室 ７００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

上 高 田 高

齢者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ５００円 ５００円 ５００円

洋室二 ５００円 ５００円 ５００円

中 野 区 立

上 高 田 東

高 齢 者 会

館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ５００円 ５００円

洋室一 ５００円 ５００円 ５００円

洋室二 ５００円 ７００円 ７００円

洋室三 （略） ５００円 ５００円

調理室 （略） （略） （略）

中 野 区 立

沼 袋 高 齢

者会館 

和室一 ５００円 ７００円 ７００円

和室二 ５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ５００円 ７００円 ７００円

洋室二 ５００円 ７００円 ７００円

洋室三 （略） ５００円 ５００円

中 野 区 立

野 方 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ５００円 ５００円 ５００円

洋室二 （略） （略） （略）

中 野 区 立

東 山 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

和室一 ５００円 ５００円 ５００円

洋室一 ７００円 ８００円 ８００円

中 野 区 立

鷺 六 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

和室一 （略） ５００円 ５００円

和室二 （略） （略） （略）

中 野 区 立

白 鷺 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ７００円 ８００円 ８００円

洋室二 （略） ５００円 ５００円

中 野 区 立

若 宮 い こ

いの家 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ７００円 ８００円 ８００円
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中 野 区 立

若 宮 高 齢

者会館 

集会室１ 

 

４００円 ６００円 ６００円

集会室２ ４００円 ４００円 ４００円

集会室３ ４００円 ６００円 ６００円

中 野 区 立

鷺 宮 高 齢

者会館 

集会室１ ４００円 ４００円 ４００円

集会室２ ４００円 ４００円 ４００円

集会室３ ４００円 ６００円 ６００円
 

中 野 区 立

若 宮 高 齢

者会館 

高 齢 者 集

会室 

５００円 ７００円 ７００円

洋室一 ５００円 ５００円 ５００円

洋室二 ５００円 ７００円 ７００円

中 野 区 立

鷺 宮 高 齢

者会館 

洋室一 ５００円 ５００円 ５００円

洋室二 ５００円 ５００円 ５００円

洋室三 ５００円 ７００円 ７００円
 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。ただし、次項及び附則第

３項の規定は、公布の日から施行する。 

 

（準備行為）  

２ 改正後の別表第２に掲げる施設（中野区立しんや

まの家の調理室及び中野区立上高田東高齢者会館の

調理室を除く。以下同じ。）の施行日以後の使用に

係る中野区立高齢者会館条例第４条の規定による使

用の承認、同条例第５条の規定による使用の不承認、

同条例第６条の規定による使用の制限等、同条例第

７条の規定による使用料の納付及びこれらに関し必

要な手続その他の行為は、施行日前においても行う

ことができる。 

 

（経過措置）  

３ 施行日前に改正後の別表第２に掲げる施設につい

て施行日以後に係る使用の承認を行う場合の使用料

については、同表（中野区立しんやまの家の項の調

理室及び中野区立上高田東高齢者会館の項の調理室

に係る規定を除く。）の規定を適用した額とする。 

 

 


